
【規約規程の改正について】

研修課題ハンドブックおよび動画関連



【 A級検定員 】スノーボード指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

スノーボードＡ級検定員検定会

スノーボードＢ級検定員検定会

スノーボードＣ級検定員検定会

【 B級検定員 】スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

スノーボードＢ級検定員検定会

スノーボードＣ級検定員検定会

【 C級検定員 】スノーボードバッジテストの内、級別テスト（事前講習の講師を含む）

【562公認スノーボード検定員規程】

検定員が検定できる範囲について



スノーボードＡ級検定員検定会は、スノーボード指導員検定会において実施することを原則とする。

スノーボードＢ級検定員検定会は、スノーボード準指導員検定会において実施することを原則とする。

スノーボードＣ級検定員検定会は、スノーボード準指導員検定会又はスノーボードバッジテスト

において実施することを原則とする。

【562公認スノーボード検定員規程】

検定会場について

スノーボードＡ級検定員検定会は、スノーボード指導員検定会において実施することを原則とする。

スノーボードＢ級検定員検定会、Ｃ級検定員検定会は、

スノーボード準指導員検定会又はスノーボードバッジテストにおいて実施することを原則とする。



スノーボードA級検定員検定会は、本連盟教育本部長から委嘱されたA級検定員がこれにあたる。
検定員数は、受検者の数に応じて定める。
スノーボードB級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたA級又はB級検定員がこれにあたる。
スノーボードC級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたA級又はB級検定員がこれにあたる。

【562公認スノーボード検定員規程】

検定員について

（A級検定員検定会）
主任検定員は、Ａ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門委員の中から選任し、本連盟教育本
部長が委嘱した者
検定員は、Ａ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門委員・スノーボード技術員・ナショナル
スノーボードデモンストレーター及びSAJスノーボードデモンストレーターの中から選任し、本連盟教
育本部長が委嘱した者
検定員数は、受検者数に応じて定める。

（B級検定員検定会・C級検定員検定会）
主任検定員は、主管加盟団体長が委嘱したＡ級検定員資格が有効な者
検定員は、主管加盟団体長が委嘱したＡ級検定員又はB級検定員資格が有効な者
検定員数は、受検者数に応じて定める。



理論は、『日本スノーボード教程』『SAJ教育本部研修課題ハンドブック』

『資格検定受検者のために』及び 規約・規程等検定に必要な事項を

内容として行い、合格基準は満点に対して、60％以上をもって合格とする。

【562公認スノーボード検定員規程】

理論テストについて

理論テストの合格基準は、満点に対して60％以上とし、出題範囲は、本連盟の教程等刊行物、

規約・規程とし、当該年度の開催要項で明示する。



指導員検定の検定員は、

本連盟教育本部長から委嘱されたスノーボードＡ級検定員３名以上で構成する。

【534公認スノーボード指導者検定規程】

指導員検定の検定員について

主任検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボー専門委員の中か
ら選任し、本連盟教育本部長が委嘱した者

検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門委員・スノー
ボード技術員・ナショナルスノーボードデモンストレーター及びＳＡＪスノーボードデモ
ンストレーターの中から選任し、本連盟教育本部長が委嘱した者

検定員は、スノーボードＡ級検定員３名以上で構成する



準指導員検定の検定員は、

主管加盟団体長から委嘱されたスノーボードＡ級検定員を含むＢ級検定員以上の

検定員資格を有する者３名以上で構成し、その中に本連盟教育本部専門委員

またはスノーボード技術員１名以上を含まなければならない。

【534公認スノーボード指導者検定規程】

準指導員検定の検定員について

主任検定員は、スノーボードA級検定員資格が有効な本連盟教育本部専門委員・スノーボー
ド技術員の中から選任し、主管加盟団体長が委嘱した者

検定員は、次の要件を満たす３名以上で構成し、主管加盟団体長が委嘱した者
①スノーボードA級検定員又はスノーボードB級検定員資格が有効な者
②スノーボードA級検定員１名以上、本連盟教育本部専門委員・スノーボード技術員１名以
上を含める



バッジテストの検定員は、主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボード検定員有資格者が
これにあたる。主任検定員は、公認スノーボードＡ級検定員又はＢ級検定員でなければならな
い。

【536公認スノーボードバッジテスト規程】

検定員について

（プライズテスト）

プライズテストは、本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボード検
定員資格を有する検定員３名以上で行う。
主任検定員は、公認スノーボードＡ級検定員でなければならない。

＋検定員規程の内容（Ｐ２参照）

（級別テスト）

級別テストの検定員は、本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボー
ド検定員資格を有する検定員がこれにあたる。
主任検定員は、公認スノーボードＡ級検定員又はＢ級検定員でなければならない。



【562公認スノーボード検定員規程新規制定に伴う
制度成立期間の関連規程運用に関する内規】

バッジテスト

公認スノーボードバッジテストは、規程536の7条に定める他、主管加盟団体長から委嘱された
公認スノーボード指導員または公認スノーボード準指導員がこれにあたり、主任検定員は、公
認スノーボード指導員でなければならない。

公認スノーボードバッジテストの内、級別テストは、規程536の18条に定める他、主管加盟団
体長から委嘱された公認スノーボード指導員または公認スノーボード準指導員がこれにあたり、
主任検定員は、公認スノーボード指導員でなければならない。



検定員クリニックについて

検定員クリニックは、理論１単位、実技１単位とし、欠単位がある場合は、
クリニック修了を認めない。

検定員クリニックは、次の各号に掲げる要領による。

（１）理 論
①日本スノーボード教程、検定規程、検定基準を熟知し、検定に精通すること。
②その他検定に関する理解
③映像資料の利用を含むことができる。

【563公認スノーボード検定員クリニック開催基準要項】

運営について

クリニックは１単位とし、実技での実施を原則とする。
１単位の研修時間は２時間を原則とし、欠単位がある場合は、クリニック修了を認めない。

本連盟は、従来のクリニック理論に相当するeラーニングを補助的な教材とし作成し、
SNS等を利用し、検定規定、基準等の解説やその他必要な情報発信を行う。
クリニック参加者は、参加前にeラーニングを視聴する。



【規約規程の改正について】

その他の改正



第６条

プライズテストは、本連盟の主催主管又は加盟団体の主管で行う。

２ 加盟団体長が特に認めた場合、所属団体又は本連盟公認スキー学校に委託することができる。

３ 加盟団体が単独で行うことができない場合は、他の加盟団体と合同で開催することができる。

４ 加盟団体の主管は、日本国内のみの実施とし、本連盟主催主管は日本国外での実施も可能とする。

【536公認スノーボードバッジテスト規程】

実施について

第16条

級別テストは、本連盟の主催主管又は加盟団体の主管で行う。

２ 開催を希望する公認スキー学校、公認スキー教室、所属団体及び加盟団体長の認める団体は、12月
15日までに加盟団体長の承認を得る。また、12月15日までに申請が間に合わなかった場合は、２月
15日までに加盟団体長の承認を得る。

３ 加盟団体の主管は、日本国内のみの実施とし、本連盟主催主管は日本国外での実施も可能とする。



第６条

（４）研修会は、３単位とし（１単位の研修時間は２時間を原則とする）、実技での実施を原則とす
る。

（５）研修会の研修内容は、研修課題、技術理論、指導理論、指導実技、地域の課題その他必要な事
項をもって構成し、主管加盟団体が決定する。毎年度の研修課題は本連盟において設定し、周知する。

（６）会場の雪面状況等で実技での実施が困難な場合、上記の事項を組み合わせて実施することを認
める。

（７）本連盟は、従来の理論研修に相当するeラーニング、書籍等を補助的な教材として作成し、SNS
等を利用し、研修課題の解説やその他必要な情報発信を行う。研修会参加者は、参加前にeラーニング、
書籍等を視聴する。

【533公認スノーボード指導者研修規程】

実施について



【562公認スノーボード検定員規程
新規制定に伴う制度成立期間の
関連規程運用に関する内規】

制度成立期間終了後の運用について



制度成立期間内（～2024/7/31） 制度成立期間終了後（2024/8/1～）

検定員検定会会場

Ａ級
・スノーボード指導員検定会
・スノーボード中央研修会
・第１回ＳＡＪスノーボードデモンストレーター合宿
・第１回ナショナルスノーボードデモンストレーター合宿
・スノーボード技術員研修会

Ｂ級／Ｃ級
・スノーボード準指導員検定会
・スノーボードバッジテスト
・スノーボード指導者研修会

Ａ級
・スノーボード指導員検定会

Ｂ級／Ｃ級
・スノーボード準指導員検定会
・スノーボードバッジテスト

検定員検定会受検資格

Ａ級
①スノーボード指導員又は功労スノーボード指導員資格が有効な者
②受検する年度の６年度前までにＢ級検定員を取得し資格が有効で、スノー
ボードバッジテストを含む検定の検定員を３回以上務め、所属加盟団体長
によって証明された者。ただし、ナショナルスノーボードデモンストレー
ター又はＳＡＪスノーボードデモンストレーターはこの限りではない。

①②の他、次の者も受検することができる。
・教育本部スノーボード専門委員
・ナショナルスノーボードデモンストレーター
・ＳＡＪスノーボードデモンストレーター
・スノーボード技術員

Ｂ級
スノーボード指導員又は功労スノーボード指導員資格と、スノーボードＣ級
検定員資格が有効な者。
他、スノーボード指導員が有効でＣ級を保持していなくても受検することが
できる。

Ｃ級
スノーボード準指導員、スノーボード指導員、功労スノーボード準指導員、
功労スノーボード指導員のいずれかの資格が有効な者

２特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟が特に認めた者は、
受検することができる。

Ａ級
①スノーボード指導員又は功労スノーボード指導員資格が有効な者
②受検する年度の６年度前までにＢ級検定員を取得し資格が有効で、スノー
ボードバッジテストを含む検定の検定員を３回以上務め、所属加盟団体長
によって証明された者。ただし、ナショナルスノーボードデモンストレー
ター又はＳＡＪスノーボードデモンストレーターはこの限りではない。

Ｂ級
スノーボード指導員又は功労スノーボード指導員資格と、スノーボードＣ級
検定員資格が有効な者。

Ｃ級
スノーボード準指導員、スノーボード指導員、功労スノーボード準指導員、
功労スノーボード指導員のいずれかの資格が有効な者

２特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟が特に認めた者は、
受検することができる。



制度成立期間内（～2024/7/31） 制度成立期間終了後（2024/8/1～）

検定員検定会の検定員

Ａ級
主任検定員は、Ａ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門委員の中
から選任し、本連盟教育本部長が委嘱した者
検定員は、Ａ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門委員・スノー
ボード技術員・ナショナルスノーボードデモンストレーター及びＳＡＪス
ノーボードデモンストレーターの中から選任し、本連盟教育本部長が委嘱し
た者
他、本連盟教育本部が認めた教育本部スノーボード専門委員

Ｂ級／Ｃ級
主任検定員は、主管加盟団体長が委嘱したＡ級検定員資格が有効な者
検定員は、主管加盟団体長が委嘱したＡ級検定員又はＢ級検定員資格が有効
な者
他、教育本部スノーボード専門委員、スノーボード技術員または公認スノー
ボード指導員がこれにあたり、主任検定員は本連盟教育本部スノーボード専
門委員またはスノーボード技術員でなければならない。

Ａ級
主任検定員は、Ａ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門委員の中
から選任し、本連盟教育本部長が委嘱した者
検定員は、Ａ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門委員・スノー
ボード技術員・ナショナルスノーボードデモンストレーター及びＳＡＪス
ノーボードデモンストレーターの中から選任し、本連盟教育本部長が委嘱し
た者

Ｂ級／Ｃ級
主任検定員は、主管加盟団体長が委嘱したＡ級検定員資格が有効な者
検定員は、主管加盟団体長が委嘱したＡ級検定員又はＢ級検定員資格が有効
な者

検定員検定会の内容

（１）実技テスト
第15条に示した検定会及びスノーボードバッジテストの受検者（20名以内）
の検定種目（原則３種目）を対象とし、第17条で示した主任検定員及び検定
員の採点（基準点）に対して、検定員検定受検者の採点の的中率（合否が
70％以上かつ±３ポイント以内が80％以上）で合格とする。
Ａ級検定会は、スノーボードデモンストレーター及び教育本部スノーボード
専門委員が演技した得点を基準点とし、受検者がこれを判定する。
Ｂ・Ｃ級検定会は、スノーボード技術員を含む役員が基準点を設定し、受検
者がこれを判定する。また、基準点の設定に映像資料の利用を含むことがで
きる。

（２）理論テスト
理論テストの合格基準は、満点に対して60％以上とし、出題範囲は、本連盟
の教程等刊行物、規約・規程とし、当該年度の開催要項で明示する。
Ａ級検定会は、担当理事が作成したスノーボード検定に必要な事項に関する
理論試験結果から判定する。
Ｂ・Ｃ級検定会は、教育本部スノーボード専門委員及びスノーボード技術員
が作成したスノーボード検定に必要な事項に関する理論試験結果から判定す
る。

（１）実技テスト
第15条に示した検定会及びスノーボードバッジテストの受検者（20名以内）
の検定種目（原則３種目）を対象とし、第17条で示した主任検定員及び検定
員の採点（基準点）に対して、検定員検定受検者の採点の的中率（合否が
70％以上かつ±３ポイント以内が80％以上）で合格とする。

（２）理論テスト
理論テストの合格基準は、満点に対して60％以上とし、出題範囲は、本連盟
の教程等刊行物、規約・規程とし、当該年度の開催要項で明示する。



制度成立期間内（～2024/7/31） 制度成立期間終了後（2024/8/1～）

スノーボード
指導者検定の検定員

指導員検定
主任検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード
専門委員の中から選任し、本連盟教育本部長が委嘱した者
検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門
委員・スノーボード技術員・ナショナルスノーボードデモンストレーター及
びＳＡＪスノーボードデモンストレーターの中から選任し、本連盟教育本部
長が委嘱した者
検定員は、スノーボードＡ級検定員３名以上で構成する
他、本連盟教育本部長から委嘱された検定員３名以上で構成する。

準指導員検定
主任検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟教育本部専門委
員・スノーボード技術員の中から選任し、主管加盟団体長が委嘱した者
検定員は、次の要件を満たす３名以上で構成し、主管加盟団体長が委嘱した
者
①スノーボードＡ級検定員又はスノーボードＢ級検定員資格が有効な者
②スノーボードＡ級検定員１名以上、本連盟教育本部専門委員・スノーボー
ド技術員１名以上を含める

他、主管加盟団体長から委嘱された教育本部スノーボード専門委員、スノー
ボード技術員または公認スノーボード指導員の３名以上で構成し、かつ本連
盟教育本部スノーボード専門委員またはスノーボード技術員１名以上を含ま
なければならない。

指導員検定
主任検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード
専門委員の中から選任し、本連盟教育本部長が委嘱した者
検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボード専門
委員・スノーボード技術員・ナショナルスノーボードデモンストレーター及
びＳＡＪスノーボードデモンストレーターの中から選任し、本連盟教育本部
長が委嘱した者
検定員は、スノーボードＡ級検定員３名以上で構成する

準指導員検定
主任検定員は、スノーボードＡ級検定員資格が有効な本連盟教育本部専門委
員・スノーボード技術員の中から選任し、主管加盟団体長が委嘱した者
検定員は、次の要件を満たす３名以上で構成し、主管加盟団体長が委嘱した
者
①スノーボードＡ級検定員又はスノーボードＢ級検定員資格が有効な者
②スノーボードＡ級検定員１名以上、本連盟教育本部専門委員・スノーボー
ド技術員１名以上を含める

バッジテストの検定員

プライズテスト
本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボードＡ級
又はＢ級検定員資格を有する検定員３名以上で行う。
主任検定員は、公認スノーボードＡ級検定員でなければならない。

級別テスト
本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボード検定
員資格を有する検定員がこれにあたる。
主任検定員は、公認スノーボードＡ級検定員又はＢ級検定員でなければなら
ない。
他、主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボード指導員または公認ス
ノーボード準指導員がこれにあたり、主任検定員は、公認スノーボード指導
員でなければならない。
１級は実技テストとし、主任検定員を含む２名以上の検定員がこれにあたり、
２級以下は講習内テストとし、１名以上の検定員がこれにあたる。

プライズテスト
本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボードＡ級
又はＢ級検定員資格を有する検定員３名以上で行う。
主任検定員は、公認スノーボードＡ級検定員でなければならない。

級別テスト
本連盟教育本部長又は主管加盟団体長から委嘱された公認スノーボード検定
員資格を有する検定員がこれにあたる。
主任検定員は、公認スノーボードＡ級検定員又はＢ級検定員でなければなら
ない。


